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1 計画の概要

m 位置づけ

「第二次長崎市農業振興計画[前期計画]」は、「長崎市第五次総合計画」をはじめとし

た全体計画のうち、曲業分野の施策をより具体化し長崎市の特色や背景にあわせ、今後

の業のめざすべき姿とその実現方法を示したもの。

第二次長崎市農業振興計画[前期計画】1こついて

②計画の期間

令和4年度~令和7年度(4年間)

③第二次長崎市農業振興計画[前期計画]1こついて

第一次長崎市農業振興計画[後期計画]の取組みの成果等を検証し、農業振興の方向性

を明確にするため、今後4年間(令和4年度~令和7年度)の計画を策定するもの。

策定にあたっては、「長崎市曲業振興計画審議会」を設置し、学識経験者、農業関係団

体及びその他関係団体等から幅広く意見を聴取し、パブリックコメントの実施を経て策

定する。
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第二次長崎市農業振興計画[前期計画]検討の経過

開催日

令和2年

10月20日

(火曜日)

令和2年度

第1回審議会

会議等

令和3年

3月17日

(水曜日)

【第二次長崎市農業振興計画[前期計画1の策定時期の延期及び現行
計画の計画期間の延長について】
【第一次長崎市農業振興計画[後期計画の推進について】
・令和元年度及び令和2年度の取組み

・重点的取組みの推進

・(仮称)第二次長崎市農業振興計画[前期計画の策定に向けて

令和2年度

第2回審議会

令和3年

7月6日

(金曜日)

令和3年

8月11日

(フk曜日)

令和3年度

第1回審議会

(喜面開催)

【第二次長崎市農業振興計画[前期計画]の策定について】
・審議会委員及び事務局職員紹介
・会長及び副会長の選出

・計画策定の主旨

・現行計画の説明と、振り返り、今後の方向性
・次回計画骨子(案)検討

主な内容

令和3年

9月6日

綱曜日)

令和3年度

第2回審議会

【第二次長崎市農業振興計画[前期計画]体系の検討】
・第一次長崎市農業振興計画[後期計画]の振り返り、今後の方向性
・計画の骨子

・計画体系図(案)

令和3年

10月20日

(フk曜日)

~11月20日

(土曜日)

市議会所管事項

報告

【第二次長崎市農業振興計画[前期計画]素案の検討】
・第一次長崎市農業振興計画[後期計画]の振り返り、今後の方向性
・第二次長崎市農業振興計画[前期計画]の体系
・第二次長崎市農業振興計画[前期計画]の構成
・第二次長崎市農業振興計画[前期計画1の取組指標

令和3年

12月24日

(金曜日)

パブリックコメ

ントの募集

【第二次長崎市農業振興計画[前期計画1素案の説明】

令和4年

2月2日

(7k曜日)

令和3年度

第3回審議会

【第二次長崎市農業振興計画[前期計画]素案に係る意見募集】
・意見の応募なし

令和4年2月

市長報告

令和4年3月

(予定)

【第二次長崎市農業振興計画[前期計画]最終案の検討】
・第二次長崎市農業振興計画[前期計画]の最終(案)の検討

市議会所管事項

報告

【審議結果の市長報告】

計画公表

【第二次長崎市農業振興計画向期計画]最終案の説明】

【第二次長崎市農業振興計画[前期計画1の公表】
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長崎市農業振興計画審議会は、令和2年10月の第1回から本日まで計5回の審議会を開催し、

第一次後期計画の検証、今後の方向性、第二次前期計画の構成・市の取組み等について、様勺な分

野の専門的恋見地から議論を重ね、関係機関のご意見も頂きながら議論を重ねてきました。

今日の農業をめぐる情勢は、 5年前の第一次後期計画策定時よりも、農業担い手の減少や、荒廃

農地の増加が更に深刻化しており、加えて、新型コロナウィルス感染症を始めとして先行きの見え

恋い状況が続いておりますが、それに伴い、新しい生活様式への転換、田園回帰志向の高まり、

SDGSへの取の組み、ロボットやA1等の活用によるICT技術の進展など様凡な変化がなされてお

ります。

また、長崎市においては、長崎新幹線やMICE施設の開業などにより、今後の交流人口の拡大も

見込まれるなど、これらの変化を新たな好機と捉えることが重要であると考えており薮す。

第二次長崎市農業振興計画[前期計画]につきましては、これらの社会情勢の変化を踏まえ、長

崎市の特徴を活かした長崎型の農業を確立し、長崎ならではの農産物の消費が拡大することで、農

業の職業としての魅力が高まの、新たな担い手が増えて、農業は次世代にっながる産業となるよう、

「農業の生産性の向上と、次世代を担う多様恋経営体の育成」を行う「産地.担い手」の視点、「安

心して農業を営む環境づくりの推進」を行う「1也域・環境」の視点、「長崎ならではの農産物の消

費拡大」を行う「販売・消費」の視点の3つの視点を柱に、 3つの個別施策、 7つの取組方針、 2

3の取組内容を明示しております。

この計画が実行性のあるものとなるよう、本計画が農業者をはじめ、関係団体、市民、議会及び

行政などに共有され、それぞれが連携して目標の実現に取り組むことで、長崎市の農業の活性化が

図られることを願います。

市長におかれましては、今後の農業振興にお力添えをいただきたく存じます。

長崎市農業振興計画審議会からの審議結果報告

^
^

令和4年2月

長崎市農業振興計画審議会

会長田中一成恋らびに委員一同



会長
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第二次長崎市農業振興計画[前期計画]

住墾旦リ
が策定され、

、

第 1章1-1 策定の主旨

●国において、令和2年3月に新たな「食料・農業・農村基本計画」

令和12年度食料自給率目標53%達成を目指すとしています。

●長崎県において、令和3辱度からの「第3期ながさき農林業・農山村活性化計画」

では、農林業の生産性向上等により産地の維持・拡大を実現する「産地対策」と、

多様な住民が活躍し、支えあう持続可能な集落を実現する「集落対策」を、車の

両輪として施策を展開し、地域の雇用と所得を確保するとしています。

●新型コロナウイルス感染症の発生による新しい生活様式への転換、田園回帰志向

の高まり、 SDGSへの取り組み、ロボットやA 1等の活用による ICT技術の

進展ほど様尺な変化がなされています。

●長崎市のまちづくりにおいては、長崎新幹線やMICE施設の開業に向け、大きな

変化を遂げているところであり、これらを交流人口の拡大などにつなげていくた

め、 DM0が組織され、始動しているところです。

●長崎市では、「長崎市第五次総合計画[前期基本計画]」をはじめとした全体計画

のうち、農業分野の施策をより具体化し長崎市の特色や背景にあわせ、今後の農

業の目指すぺき姿とその実現方法を示すため、「第二次長崎市農業振興計画[前

期計画]」を策定しました。

計画の位づけと計画期間 本編P4~5

■回■■■■■■■■■■■■■国

ダイジエスト版
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1章2 長崎市の農業の現状 本編P6~P17

【産地】

●経営規模が零細で耕地が分散し、その大半が急傾斜地の山腹に階段状に展開

●生産量が日本一であるぴわの優良品種「なつたよの」や「長崎和牛・出島ぱら

ろ」を地域ブランドとした生産・販売の強化に向けた取組みの推進

●新たな地域ブランドになりうる「いちご」や「花き」は販売額が増加傾向

担い手】

●農家戸数R2:2343戸(10年前対比69%)、主業農家R2:288戸(10年前

対比56%)、農業就業人口R2:1783人(10年前対比7096)と大きく減少

●農産物販売金額が500万円未満の農業経営体が全体の85%

●施設園芸の主要品目である「いちご」「花き」において新規就農者が増加

地域・環境】

●総農家が経営する耕地面積R2:869ha(10年前対比63%)と大きく減少

販売・消費】

●農産物(畜産含む)販売額 H29~R元平均:約545億円(ほほ横ぱい)

R2:約493億円(コロナ禍などで減少)

1章3 長。市の農業が抱える課題 本編P18~P19

【産地】

●生産と消費

・主要な品目(地域ブランド)の高品質化や生産コスト軽減と計画的な域外への

出荷体制の充実

●農地・営農

・テクノロジーの進化による施設園芸のさらなる高度化

・補完作物の導入やスマート農業、労力支援の取組み等による、産地や地域全体

の所得向上策の推進

【担い手】

●農業者の高齢化と担い手不足の深刻化

・多様な担い手の確保・育成・定着のための支援体制の充実

【地域・環境】

●耕作放棄地の増加

・実質化された人・農地プランに基づく、担い手への農地集積の推進

●有害鳥獣による被害の増加

・集落や市街地周辺などの生活環境被害が深刻化による被害対策の拡充

【販売・消費】

●生産と消費

・都市近郊農業のメリット活かす、地産地消に対する意識醸成

●農業に対する理解

・市内産の農産物の消費拡大のためのさらなるPR強化

●地域ブランドの成を推進します

1 6 '1:H28~

ターししΥ舌力を'1・ナ.U;::

●欲ある農軌業者の成確保を図ります

●安」山して

●地元
します

、

水産物を活かして食閲連産業を活性化

を営む曝境づくりを進めます

R岫市蹄玉次総合割画[9力圷. R4~R121
弘だろは『人ゆ企羅に粧ぱn、片筆が、H化し統けるまる」をt0ざし註で

「!'木11

次 U代1」つ

鞍朋動画〔5力詳: H29~R3}

共に新しい活力を生み出しまぢ

●地蠣プランドの成を推進します「産
地づくり」

●安心して業を営む隙境づくりを進め
声す「地唾づくり」

●愈欲ある業者の成確保を図り衰す
「人づくり」

●多様な主体の交流を促進し、京聞連産
業を活性化します「交流づくり」

Ra4

才 tる,八li.ノ、

●震林業の生産性を高め、次世代
を担う多様な経営体を成し弐す
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成果】

地域プランドの育成を推進します

0恋つたよりの産地育成(植栽面積の拡大)

0 「長崎和牛・出島ぱらいろ」の安定生産の推進(販売額の増)

0 「いちご・花き」恋ど生産の省力化機器の導入

第一次長,市農業振興計画[後期計画】の成果・課題及び今後の方向性

【課題】

Ⅱ安心して業を営む環境づくりを進めます

0人・農地プラン地域連携組織の設立と整備事業の実施

0農地の有効活用(農地中間管理事業による担い手への農地集積
0有害鳥獣対策の推進(農業被害額の減少)

Ⅲ意欲ある農業者の育成確保を図ります

0地域農業のりーダー育成確保(認定新規就農者の増)

0サポート体制の充実(JA担い手支援センターの新設等)

Ⅳ多様な主体の交流を促進し、食関連産業を活性化します

0地域ブランド販売力強化(出島ぱらいろ取扱店舗増、恋つたより特選の取組
0地産地消の推進(食卓の日実施度の増加)

本編P33~P34

第二次長崎市農業振興計画における農業のめざすべき姿
●農業の生産性の向上と、次世代を担う多様恋経営体の育成~「産地・担い手」~
●安心して農業を営む環境づくりの推進~「地域・環境」~
●長崎ならではの農産物の消費拡大~「販売・消費」~

第二次長市農業振興計画[前期計画】の体系

【新計画】基本施策次世代につながる農業を育てます

農業の生産性を高め、次世代を担う多様な経営体を育てます

産地の効率性・収益性向上による経営安定の推進1 -1

1・2 多様な担い手の育成・確保

多様な経営体が就伽しすい支援体制の充実と育成

安1山して農業を営める環境づくりを進めます

人・地プランに基づく農地の有効活用Ⅱ・1
個別施策Ⅱ

Ⅱ・2 営環境の保全と地域源の活用
「地域環境」

Ⅱ・3 有害鳥獣対策の推進

人・膿地ブランの実質化による體業経営基鯱の強化

個別施策1

「産地・担い手」

口施設園芸を中脚とした生産基盤整備の強化

口経営安定に向けた補完作物の導入の推進
ロスマート農業技術導入による労力軽減や生産力強化

口新規参入や規模拡大に必要な農地の確保

個別施策Ⅳ

「交流づくゆ」

口実質化された人・農地プランの実現に向けた取組

口農地中間管理事業の周知と貸借希望者の掘り起こし
口生活環境被害に対応した地域ぐるみの有害鳥獣対策の強化

個別施策Ⅲ

「販売・消費」

口就農初期の経営及び施設整備等投資に係る支援、経営確立に係るサボート

口移住定住希望者向けHPや各種就農相談会等における支援制度の周知
口地域受入や労力支援等の組織体制の充実

長崎ならではの農産物の消費を拡大します

新たな販路拡大や消費拡大の推進Ⅲ・1

Ⅲ・2 長崎ならではの食材や食文化に対する意識の醸成

口消費拡大や有利販売に向けた取組の推進

ロ「いちご」や「花き」などの販路拡大の支援

本編P36~P37

しい活力を生み出します【現行計画】基本施策

地域ブランドの育成を推進します

1・1 地域プランドの生産拡大

1・2 地域特産の農産物の生産基盤の充実

重点既存産地の充実と新たな生産基盤整備の推進

安心して業を営む環境づくりを進めます

Ⅱ・1 人・地プランの実現

村地域の源を活かした地域づくりⅡ・2

Ⅱ・3 有害鳥獣による作物被害の防止

Ⅱ・4 農地の有効活用

業施設整備の推進Ⅱ・5

点初期投・生産コストの縮減に向けた取組み

意欲ある業者の育成確保を図ります
個月1施策Ⅲ

Ⅲ・1 地域農業のりーダー育成
「づくり

新規就労力支援・遊休地対策の体制の充実

本編P22~P32

個別施策1

「産地づくの」

個別施策Ⅱ

吐也域づくり」

多様な主体の交流を促進し、食関連産業を活性化し弐す

Ⅳ・1 新たな販路拡大や消拡大の推進

Ⅳ・2 長崎ならではの食材や食文化の魅力の発信

Ⅳ・3 食育体験の推進による食に対する意識の醸成

点多様な主体との連携による外貨得



個別施策

個別施策と取組方針・取組内容

取組方針関連するSDes

産地・
相い手

産地の効率性・収益性向上に
よる経営安定の推進

取内容

産地の条件に適した農業経営を推進します

新ナニな地城ブランド産品の生産を推進します

スマート農業の導入を推進します

果産地の振興に向けた生産力の強化を図ります

畜産経営の生産コスト低減を図ります

野菜の施設高度化と露地野菜の安定生産を図ります

花きの安定した生産・販売休系の確立を進めます

1 -2

多様な担い手の育成・確保

Ⅱ

地域

環境

Ⅱ・1

人・農地プフンに基づく農地の
有効舌用

Ⅱ・2

営農環境の保全と地域資源の
活用

Ⅲ

販売
消費

多様な経営体が就農しやすい支授休制の充実を図ります

中心経営体のフォローアップ強化を図ります

労力支援体制の強化を図ります1 -2-3

Ⅱ・3

有害鳥獣対策の推進

Ⅱ・1-1

Ⅱ・1-2

実質化された人・農地プランに基づき、経営基盤の強化を図ります

農地の利用集積のための農地中問管理事業の取組を推進します

集落の実情に応じた基盤整備を推進します

Ⅲ・1

新たな販路拡大や消費拡大の
推進

Ⅱ・1-3

17.

館

Ⅱ・2-2

主な取

の高度化、襖合経の確立

Ⅲ・2

長崎ならではの食材や食文化
に対する竜識の醸成

集落主体の営農環境保全活を推進します

農業用施設の機能保持や耐用年数の延伸を図ります

グリーンツーリズムによる地域の魅力発信を推進しますⅡ・2-3

、ちご、花等の推進、薪ナこな産化を目指す品目

スマート

生産・経営の安定化、高品質果実の生産の振典

Ⅱ・3-2

病対策の強化家畜導入の支提、家

施設の省力化・自動化の推進、出荷鯛整作案

施設の高度化・省力化の推進

ベントや各種広

有害鳥獣3対策(防護・棲み分け・捕獲)を充実します

生活環境被害対策の取組みを推進します

"地壊ブランド産品の新ナニな販路拡大に取り組みます

"地産地消を推進します

" 6次産業化に向けた取組みを推進します

の検、普及

本編P39~P73

項目

多様な担い手の受入れ体制の充実、就農定業の計回的な実施

中心経営体における認定農業者制度の推進、青年等計画の計画達成の
推進

農業へルバ^度の充実、作案受託組靴等の運営の推進

Ⅱ

Ⅱ

長崎ならではの食材や食文化のPRを推進します

食育休験の推進による食に対する意の酸成を図ります

人・プランの実化による残すべ地保、農地リ、ウスなど
用推進

農地中間管理事業を活用した農地の集積・集約化、農地中間事業支擾
チーム会の鬨催

整備の先行地区の取組み元の

集落主休による農地や農業用施設の雑持管理、中山間地域等での営農活動
の推進

農道柵梁の計画的な修繕の実施地元管理施設の廷命化

・PR活動^化、団体活動の充実、移住支擾との達携

3対策(防護・棲み分け・捕獲)の拡充

体による

生活環

市内外に向けた地域ブランドの情報発信、DM0等と連携した消拡大

害対策の拡充

新たな生活式に.し,・物直売 PR及び地塵地消イベントの

関達産集との連携による農産加工品の鬨発支援

一品を使つたフェア及ぴPRの支擾、食
情綴発信

「食卓の日」の継続的な広報活動の展開



主な取組指標

1経営体当たりの農産物販売額

5,000千円

令和2年度

「産地・担い手」

農産物販売額 493億円

認定新規就農者数 36人

「地域・環境」

実質化された人・農地プランに

基づく事業実施集落数

基盤整備取組集落数

農産物販売額

毎年1億円増

「販売・消贄」

農産物直売所販売額

認定新規就農者数

毎年5人増

0集落

0集落

実質化された人・農地プ

ランに基づく事業

毎年1集落実施

1経営体当たりの農産物販売額

5,507千円

令和7年度

本編P75~P78

第IV章

30.1 億円

露地ぴわ
'

●「なつたより」の生産販売振興
●災害に強い産地にむけた体質づくり
●補完作物導入による経営安定の強化
●集出荷施設の集約・整備強化

基盤整備取組集落数

1件実施

「産地・担い手」

農産物販売額 543億円

認定新規就農者数(累計)

58人

農産物直売所

コロナ禍の販売額を維持

主な品目別の課題と振興方策

巨亟

●栽培面積の維持・拡大
●計画的安定生産の確立
●ハウスの長期剰用化・遊休ハウスの流動化

花き

「地域・環境」

実質化された人・農地プランに

基づく事業実施集落数

本編P87~P99

今後の中1山経営体、農地の利活用方針及び地域農業のあり方等を定めた「人・農地プラン」を
核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくため、12地区26集落で、人・農地プラン
の実質化の実現に向けだ取組を進め弐す。

基盤整備取組集落数

●環境制御技術導入による施設回転率の向上
●適正管理の徹底による需要期安定出荷
●生産コストの低減
●新需要の創出

草花

●施設の自動化・労力確保等による高品質生産
●消費者二ーズの把握による有望作物の選定
●水仙産地の維持

「販売・消費」

農産物直売所販売額

地域別の方向性

5集落

1 集落

●安定生産技術の確立・単収の格差是正
●ハウスの長期利用化・遊休ハウスの流動化
●自動化ハウス設備導入・1CTを活用した環境デ
タに基づく制御技術の確立

30,1 億円

●老齢株の更新・株の若返りによる安定生産
●夏場下温対策による品質向上と作業性向上
●ハウス長期利用化・遊休ハウスの流動化

本編P79~P85

畜産

■低コスト生産による経営の安定
●耕畜連携の推進
●寂畜疾病防疫体制の強化

旧巾丙謂1
モの他Ⅲ市

王島・香娩

●産物品揃えの拡充・店舗間産地閻交流促進
●地産地消の推進と地π農産物の消費拡大
●食品安全管理の徹底
●6次産業化に向けた取組み

◆形上.応戸集培及び長浦.戸根.戸根原纂揺を中心に侵好な営疲由坂が榔築さ*、
市内でも有散の戻巣が盛んな地区と赴つてい擡す.

◆地侶内では、「水楯」のほか、「いぢこ」「アス1{ラガス」「ミニトマト」などを中心
とした施設野撰、「柑掃疑」、「ハウスもも」rぶどう」を中恕とした果樹類など、多
様な履塵物が生産されていぎす

◆地区内には「市民霞園」があり、都市部住民の奥業への理鯛の促進ψ題いの燭とし
て親し擡れてい蓑す.

西海・村松・長浦・芦根・戸根原・形上・尾戸

地プランの概要

和

茂▲1"部

◆履村風堺の雑拷.保全
◆斬だ辱担い手、経営体の育成・確保
◆営戻唄填の改善

地区の醒組方劉

◆地区内の連携強化を図り、農産糊を安定
して供蛤できる麿地の育成に努め珪す.

◆将果を担う多様皐経営体の脅成・確保に
向けた取り組みを椎涯します.

◆多様な営皮支擾を桐極的に推遊し、農村
田堺の雛持.保全に努めます.

◆惹歓ある腔集生産活動を陵極的に支擾
巣探興に努め蓑す.し、地区

計画の推進体制

生産者・地域等
●及ぴ地域の担い手としての、意欲的な

営の取組み

の保全●営

●新だ恋担い手の受入支援

●実質化された人・プランの実現に向け
た取組み

1 2地区

人・農地ブランの実質化

実化に同1ゴ1己r'蝕
◆みかんや中晩樹、アスパラガスを中心に、多晶目が戦塘されており、主にJA系枕
の庇売所への出葡が行われているが、生産者の高酢化が遊んでおの、担い手不足が
護踊となっています.

◆新規就侵附望割き増えているが、乗件のいい喫地が不足しています

尋罰崎匡冒ユ,プら一畢畢卵

連携

関連事者
●産物等食料の生塵加丁、流通及び販売
●生塵者と消者をつなぐパイプ役
●地元産 的悲活用

●多槻化する消者の二ーズに対応
●6次産化

^'

化アンケートをはじめ、認定霞擬者の農熱縫営改酋計画如、認定新規◆騒地
■響によの、斬貌参入や規模舷大の慰向を把擾します.就襲者の青抹等

◆旋地中問管哩機構を暦用し中0経営体への典地の集的を図るとともに、入作を希望
春の墨入れを促逆することにより対応します.する認定腰紫者

◆奉■益儲地区は、怖設田芸及び水田畑地{ヒの取岨みを進めるとともに、柑園地にお
いては、応設.尋鮑熟培の安定生産を促し、小規犠基盤整鰯を行い赴がら樗読的な
活用を図り惑す.まだ、グリーンツーリズム活動なと、外部から人を呼び込客体制
を整嶋することで、襲地の利活用を擢涯し佳す

巨一

串
^

連携

^

本編PI01~PI05

関係団体等

●担い手や産地の育成
■流通販売の強化・地域の活性化
●業を牽引するりーダーシップ
●地集・流動化

●実質化された人・地プランの実現に向け
だ取組み

次世代に

つながる

連携

[亟ヨ
長崎

●市のに応じた効果的な施策展開
●財政支擾措置

●業振脚計圃の円;かつ効率的な推進のだ
めの支援・指

長崎市
●聞係団体等及び国・等との相互'
を図り、必要な施策の展開を的に推進

●社会勢の変化、生産者や市民のーーズを
ふぎえた計圃の推進

●取組みの進行理・評価・改善

.

●地元

.

民.
村への理解

産物の積極的な消

の応援やその価値を内外へ発信

.

連携

E亟ヨ

連携

国

●地城の実情1こ愈0た施策の展開
●交付金等の各桓制度や財政支
●関係法令の整備

二

一
一

驫

密
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令和3年9月環境,止済=会における意見

NO 発言者 該当箇所

武次委員

第Ⅲ章

個別施

策1

取組方針
1 -2

多様な担
い手の育
成・確保

兼業までいかなくても、定年
後に畑をやるなど、そこで交流
が生まれたりしながら、お金に
なればということで頑張る人は
多く、遊休農地対策という意味
でも大いに効果はある。
主業的な人ばかりでなく、こ

ういった人たちへの振興も、い
ろんな手だてを講じていただき

たい。

ご意見

2

P49

野口委員

第Ⅲ章

取組方針
Ⅱ一1

個別施

策"

人・農地

プランに
基づく農
地の有効
活用

今後の長崎市内の農業を考え
たときに、基盤整備をしないと
生き残っていけないと思う。

現場でも基盤整備がどういう
ものか分からないので手を挙げ
きれないが、どこかで1か所で
もできれぱ、後継者も出てくる
と思う。

長崎市もこういう大きな事業
は恐らく初めてのことであり、
農地の条件など非常に難しいと
思われるが、ぜひとも一生懸命
取り組んでもらいたい。

取組内容 1-2-1「多様
な経営体が就農しやす

い支援体制の充実を図
ります」1こおいて、地域
の農業の担い手とし
て、多様な担い手が就
農しやすい受入体制の
充実を図っていくこと
としております。

対応

P57

3 林委員

第Ⅲ章

取組方針

個別施
策1

スマート農業は農業者にとっ
ても省力化を進めていくための

切り札的なものになり、ニーズ
が高いと思う 0

またドローン自体を扱ってい
る民間の事業者についても、ビ
ジネスの領域を広げていく中で
は現場でどう使われるかという

部分は非常に重要なことだと思
うので、これらのマッチングと
いう部分にはまず行政なり、資
金なりというのが必要になる。

これをしっかり続けていけ

ば、双方にとって活用の領域が
広がっていくし、農業にも非常
に有用だと思、うので、注視して
いきたいと思っている。

取組内容 11-1-3 「集落
の実情に応じた基盤整
備を推進します」にお
いて、地元との意見効

果の場の醸成を図りな
がら、基盤整備の取組
みを推進していくこと

としております。

産地の効

率性・収
益性向上
による経

営安定の
推進

P45

9

取組内容 1-1-3 「スマ

ト農業の導入を推進
します」において、産地

に適したスマート農業
技術の検討や、機器の
普及推進を図っていく
こととしております。

1


